
監修のことば

　グループ法人税制は、100％グループ法人の一体的運営が進展している状況
を踏まえ、実態に即した課税を実現する観点から、平成 14 年度に連結納税制
度が導入され、この平成 22 年度にグループ法人単体課税制度が新たに導入さ
れました。

　わが国の法人税制は、長らく個別企業を単位とするものでありましたが、平
成 9年の独占禁止法改正による純粋持株会社の解禁を契機として、これまで会
社法等関連諸制度の整備が行われ、これに対応して、平成 13 年に組織再編成
税制が、平成 14 年に連結納税制度が創設され、グループ法人を前提とする課
税環境の整備が行われてきたところです。

　これらの制度改正はいずれも、わが国企業経営のあり方が、もはや個別企業
によるものではなく、グループ全体としての効率性を追及するものであり、そ
の時々の経済環境や需要構造の変化に迅速に対応し、グループ全体の姿を柔軟
に変えながら、世界的な大競争に生き残る重要なツールとして、その功績は多
大であるといえます。

　一方で、急速なグループ経営の進展は、これら制度改正をもしのぐスピード
で行われ、グループ経営の実態と制度との歪みが生ずる結果となり、また、こ
の歪みを利用した税負担軽減行為が見受けられたところであり、早急な対応が
必要となったところであります。

　このように、グループ経営の急速な進展による歪みを解消し、実態に即した
課税を実現する観点から、グループ法人単体課税制度を創設することにより、
組織再編成税制の改正を伴った税負担軽減行為を防止し、同時に、自己株式取
得に係るみなし配当課税と譲渡課税の見直し等の資本に関係する取引等に係る
税制の見直しが、税負担軽減行為の防止の観点から行われています。



　また、このグループ法人単体課税制度は、選択的適用の余地がないことから、
その理解は、さらなるグループ経営の発展において必要不可欠であるものとい
えます。

　その意味で本書が、大方の諸賢にいささかでもお役に立つならば、監修の任
に当たった者として、これに勝る喜びはありません。

　　平成 22 年 8 月　　　　　　　　　　　　　　　
公認会計士・税理士　　緑川　正博　



まえがき

　平成 22 年度の税制改正において、100％グループ内の取引等に係る税制と、
資本に関係する取引等に係る税制の改正が行われました。
　100％グループ内の取引等に係る税制は、譲渡損益の課税繰延や、受取配当
等の全額益金不算入といった取扱いにより、100％グループ内の取引等につい
て、基本的に課税が生じないような制度設計とされています。
　この 100％グループ内の取引等に係る税制は、連結納税制度採用企業だけで
なく、単体納税制度のままでも適用されることとなります。
　この点において、100％グループ内の取引等に係る税制は、平成 14 年の連結
納税制度に続き、法人税法がグループを対象とした法人税制へと移行する大き
なステップとなるものと考えられ、将来的には、その適用範囲が拡大されるこ
とも考えられます。
　また、資本に関係する取引等に係る税制としては、主に租税回避防止の観点
から、みなし配当の際に生じる譲渡損益について、その譲渡損益を計上しない
場合が規定され、清算税制については、清算所得課税から通常所得課税へと移
行することとされました。そして、組織再編税制においては、100％グループ
内の非適格組織再編について、グループ法人税制と整合的な取扱いとする改正
が行われ、また、無対価組織再編の整備や、欠損金の制限措置の見直しが行わ
れています。
　平成 22 年度の税制改正は、「企業グループを対象とした法制度や会計制度が
定着しつつある中、税制においても持株会社制のような法人の組織形態の多様
化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する必要が生じている
ことから、資本に関係する取引等に係る税制の見直しを行います。」（財務省「平
成 22 年度税制改正」）とされているとおり、企業グループによる経営が進展し
ていることを背景としており、企業の経営形態を意識した改正といえます。こ
の改正を機に、企業のグループ化はさらに進展するものと考えられ、企業経営
のあり方に大きな影響を与えることが予想されます。



　本書は、制度編とストラクチャー編により構成されます。前半は制度編とし
て、100％グループ内の取引等に係る税制と、資本に関係する取引等に係る税
制について解説しています。後半はストラクチャー編として、実務上の観点か
ら、改正税制の活用方法等について解説しています。
　本書が少しでも法人税実務に携わる方々のお役にたてば幸いです。そして、
多くの企業がこの税制を活用し、企業グループとしての経営効率化、収益向上
に役立てることができることを願っております。

　なお、本書は平成 22 年度の税制改正を中心に記載しておりますが、この新
しい税制は、その一部が施行されたばかりであり、具体的な実務や解釈はこれ
から積み上がってくるため、検討が不足している点も多く残されていると思い
ますが、読者の御批判と御指導を賜ることができれば幸いです。

　本書の執筆にあたり、株式会社ＭＩＤストラクチャーズの松本淳生氏、鈴木
健太郎氏、阿部隆也氏には大変なご協力を頂きました。この場をお借りして御
礼申し上げます。
　最後になりますが、本書の刊行に御尽力を頂いた法令出版株式会社の鎌田順
雄氏に多大なる感謝を申し上げます。

　　平成 22 年 8 月
税理士　　亀岡　隆幸　
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　法規　　　　　法人税法施行規則
　所法　　　　　所得税法
　所令　　　　　所得税法施行令
　措法　　　　　租税特別措置法
　法基通　　　　法人税基本通達
　連基通　　　　連結納税基本通達

　（使用例）　法令８①十九→法人税法施行令第８条第１項第 19 号


